令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務
委託公募型プロポーザル実施要領

若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務委託について、公募型プロポーザル方式により受託候補者を選定するため、本業務に係る提案を次のとおり募集します。

１ 業務名称
令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務

２ 業務内容
別添「令和８年度和気町若者の移住定住・関係人口創出事業支援業務仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり

３ 参加資格
応募者は、次の要件をすべて満たすものとする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者。

（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。

（３）入札参加資格制限及び指名停止基準（平成１９年１２月２６日訓令甲第６０号）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を、参加表明書の提出期間の最終日及び見積提出日に受けていないこと。

（４）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。）若しくは暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者又はこれらの統制下にある者でないこと。

（５）和気町入札参加資格者名簿（物品納入を含む。）に登載されていること。

（６）個人情報に関する扱いに適正に対応するため、個人情報や企業情報等の情報セキュリティについて公的な認定機関により認定された管理システム(プライバシーマーク、ISMS)を有し、社内ルールや法令順守の仕組みが整備されていること。

４ 契約条件
（１）契約主体
和気町

（２）契約形態
委託契約
　　　
（３）委託見積金額の上限
金１３，８０５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。）

（４）契約期間
契約締結日から令和９年３月３１日まで




（５）担当部署
和気町役場　まち経営課
〒７０９－０４９５　岡山県和気郡和気町尺所５５５
ＴＥＬ：０８６９－９２－４５８９　ＦＡＸ：０８６９－９２－０６６７
Ｅ-ｍａｉｌ：machikeiei@town.wake.lg.jp

５ 実施日程
	年	月	日
	内	容

	令和８年６月２６日（金）
	実施要領公表、公募開始

	令和８年６月２６日（金）～
令和８年７月１５日（水）
	参加表明書の提出期間

	令和８年７月　６日（月）
	質問締切

	令和８年７月	１０日（金）
	質問への回答期限

	令和８年６月３０日（火）～
令和８年７月１５日（水）
	企画提案書等の提出期間

	令和８年７月２２日（水）午後予定
	選定実施（プレゼンテーション）
詳細日程については、別途通知します。

	令和８年７月下旬頃
	選定結果通知及び契約締結



６ 参加表明書の提出期間、提出の場所及び方法等
（１）受付期間
令和８年６月２６日（金）～令和８年７月１５日（水）

（２）提出先
和気町役場　まち経営課

（３）提出方法
持参又は郵送とする。持参の場合、土日及び祝日を除く平日（以下「開庁日」という。）の　午前９時から午後５時まで（正午～午後１時を除く。）とする。
なお、郵送の場合は、令和８年７月１５日（水）午後３時必着とする。

（４）提出書類
参加表明書（様式第１号）

７ 企画提案書の作成等に係る質問及び回答
（１）提出期限
令和８年７月６日（月）午後３時必着

（２）提出先
和気町役場　まち経営課　　Ｅ-ｍａｉｌ：machikeiei@town.wake.lg.jp

（３）質問方法
質問書（様式第２号）により、メール又はファックスで送信すること。なお、送信後は必ずその旨を電話で連絡すること。


（４）回答方法
回答は個別に行わず、令和８年７月１０日（金）までに、随時、本町ホームページに公開する。ただし、質問の内容によって、プロポーザル方式による業務受託業者選定に公平性が保てないと判断した場合には、回答しないことがある。

８ 企画提案書等の提出
（１）提出期間
令和８年６月３０日（火）～令和８年７月１５日（水）

（２）提出先
和気町役場　まち経営課

（３）提出方法
持参又は郵送とする。持参の場合、開庁日の午前９時から午後５時まで（正午～午後１時を除く。）とし、提出期限は、令和８年７月１５日（水）午後３時必着とする。

（４）提出書類
別添「仕様書」に記載した内容を踏まえ、次に掲げる書類をＡ４判で構成し、紙媒体で提出書類ア～キの順序でインデックスを付け、Ａ４判フラットファイルで提出すること。
なお、Ａ３判の資料は、折りたたんでファイルに綴じることができれば可とする。

ア　企画提案書（任意様式）・・・１０部以上
※「仕様書」の内容に基づいた記載とすること。

イ　会社概要（様式第３号・パンフレットも可）・・・１０部以上
※様式第３号の項目に掲げる業務内容及び従業員数等会社規模が分かるもの。

ウ　見積書（任意様式）・・・１部
※内訳明細書（経費内訳がわかるもの。任意様式）を添付すること。
※予算金額に対して、非常に安価な見積提示は人件費等の観点から業務遂行において　信頼性を欠くため、適切な人員配置等を考慮し、適正な価格で算出すること。

エ　主要業務実績書（様式第４号）・・・１０部以上

オ　和気町との契約実績書（様式第５号）・・・１０部以上

カ　実施体制（様式第６号）・・・１０部以上

キ　暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する確認書（様式第８号）・・・１０部以上

ク　JISQ15001（プライバシーマーク取得）認定書（コピー可）・・・１０部以上

※注意事項
提出書類に不備がある場合は、受け付けない。
提出書類は、情報公開請求の公開対象となるため、開示を希望しない場合は、様式１の右下部分に「※企画提案書は、開示を希望しない。」と記載すること。
提出書類は返却しない。
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９ プレゼンテーション
（１）実施日時
令和８年７月２２日（水）午後予定（詳細が決まり次第別途通知する。）　

（２）実施方法
ア　説明時間は、１社あたり３０分以内とする。　

イ　出席者は、１社あたり３名までとする。また、指定の時間までに会場外の指定場所にて待機すること。

ウ　説明は、提出された資料に沿って分かりやすく簡潔に行うこととし、説明スタイルは自由とする。ただし、追加の提案説明及び資料は認めない。

エ　プロジェクター、スクリーン、延長コード及び電源は事務局で用意する。それ以外の機器（パソコン、接続ケーブル等）は、プレゼンテーションを行う者が用意すること。なお、機器を持ち込む際はプレゼンテーション実施日の前日までに事務局に連絡すること。

オ　プレゼンテーションに引き続いて、１社あたり２０分程度の質疑応答を実施する。

１０ 選定方法
（１）選定は、企画提案書、見積書及びプレゼンテーション内容を総合的に評価する。

（２）各提案について、審査基準に基づき、選考委員会による総合評価を実施した結果、合計点数が最上位の者を優先交渉権者、第２位を第２交渉権者として選定する。

【審査基準】
	評　価　項　目
	評　価　項　目
	配点

	企画提案内容
	· 若者の流出が続き、高齢化を加速させる構造等の現状と課題を深く分析できているか。
	３０

	
	· 総合計画等の上位計画との整合を図り、分野横断的に若者施策を再構築する視点があるか。
	

	
	· 事業全体に精通した外部専門人材を配置し、企画・実行・管理を一体的に推進する体制が明確か。
	

	
	· 和気町に対し専門的な知見を有し、かつ全国の事例収集ができる体制であるか。
	

	
	· EBPM（証拠に基づく政策立案）の観点や、近圏からの若者転入を促進する具体的なアイデアがあるか。
	

	
	· 公営塾・高校・大学と連携した探究型学習の設計や、若年層ニーズに合致した関与機会の創出が具体的か。
	

	財源確保
	· 補助金や町からの委託費以外の実現可能性が高く具体的な財源確保のアイデアが示されているか。
	１０

	
	· 提案された財源確保のアイデアは、本町において実現可能性が高いか。
	

	AI・SNSの利活用
	· 相談用AIチャットボットの導入において、若者に親しみが湧き利用を促す仕組みが示されているか。
	１０

	
	· SNSの運営において行政の負担が少ない実用的な仕組みか。

	

	合　　　計
	５０




（３）提案者が１者の場合
提案者が１者の場合は、評価基準による総得点が総配点の６割以上で、かつ審査委員の合議により認められたものについては、当該提案者を優先交渉者として決定する。

１１ 結果通知
令和８年７月下旬に、優先交渉権者、第２交渉権者及び選出されなかった提案者に対し、それぞれ結果を通知する。

１２ 受託者の決定
町は、業務実施の詳細について、優先交渉権者と協議を実施し、合意に達した場合には受託者として決定する。
優先交渉権者との合意に達しない場合は、第２交渉権者と同様の協議を実施する。

１３ その他
（１）企画提案書の作成・提出等、本プロポーザルに係る参加者側の費用は、全て参加者の負担とする。

（２）提出された書類は、返却しない。
なお、提出された企画提案書の著作権は、本町に帰属しないものとするが、選定作業において、必要な範囲で複製を作成することがある。

（３）審査の経緯及び内容については、いかなる問い合わせにも応じないものとする。また、審査結果についての異議申し立ては、一切受け付けない。

（４）企画提案書等において、虚偽の記載等の不正な行為が判明したときは、指名停止等の措置を行うことがある。

（５）緊急その他やむを得ない理由により、本業務を実施できないときは、停止・中止又は取り消すことがある。

（６）本プロポーザルに関して、情報公開請求があったときは、提出された書類を公開することがある。

　（７）本プロポーザルに関して、参加の辞退を申し出るときは、辞退届（様式第７号）により届出を行うこと。
